
 
常勤嘱託職員（地域支援担当）募集要項 

 
１．応募資格 ・社会福祉士・精神保健福祉士・社会福祉主事のいずれかの資格がある方、または相談

援助業務の実務経験がある方 

       ・事業実施に必要なパソコン（ワード・エクセル）の基礎的操作ができる方 

・区内を連絡調整等で回っていただくこともあるので自転車に乗れる方 

 

２．業務内容  だれもが安心して暮らすことができる地域福祉のまちづくりを推進 

       ・地域支援やボランティア活動支援等 

       ・各関係機関との連絡調整等 

       ・区社協事業の事務補助等 

       

３．雇 用 主  社会福祉法人 大阪市阿倍野区社会福祉協議会 

 

４．勤務場所  阿倍野区社会福祉協議会 
大阪市阿倍野区帝塚山１－３－８ 

（阪堺電気軌道「姫松」駅から東へ徒歩約１分） 

 

５．雇用期間  随時採用～平成３０年３月３１日 ※契約更新の可能性あり 

（採用日から２ヵ月は試用期間とする） 

 

６．募集人員  １名 

 

７．勤 務 日  月曜日～土曜日のうち指定する週５日 

 

８．休 日  日曜日・祝日 

        土曜日はローテーションで勤務（３週に１回） 

        指定休日（土曜日勤務の場合、翌週月曜日） 

        年末年始（１２月２９日～１月３日） 

        就業規程による年次休暇あり 

 

9．勤務時間  時間差勤務あり（休憩時間４５分） 

(Ａ勤務)９：００～１７：３０ 

        (Ｂ勤務)１０：３０～１９：００ 

 

10．給 与   月額１７３，５００円～２０９，３００円（賞与なし） 

          他に、通勤手当（月額 55,000 円を上限に定期券相当分） 

          社会保険（健康保険、厚生年金保険） 労働保険（雇用保険、労災保険） 

 

11．応募方法   履歴書（JIS 規格・学校等所定様式、顔写真添付）を下記あてに送付または持参し



てください。送付の場合は、封筒の表に、「地域支援担当」と明記してください。 

         ※採用者が決まり次第締め切り。 

 

12．選 考   書類選考後、面接試験。 ※詳細はこちらから連絡します。 

          

13．そ の 他   ・更新時の判断基準 

（１）契約満了時の業務量により判断する。 

（２）勤務成績、態度、能力により判断する。 

（３）従事している業務の進捗状況により判断する。 

・契約時の特約事項 

契約期間の満了時の契約更新に関する一般的な判断基準は、前述とおりであるが、

特約として大阪市並びに区の施策や当協議会の財政及び経営上の理由で契約更

新しない場合があること及び契約期間中であっても契約解除する場合がありま

す。 

 なお、この場合で、できる限り相当期間前に通知するものとするが、やむをえ

ない理由で困難な場合はこの限りではありません。ただし、最低３０日前には、

口頭又は書面により通知するものといたします。 

 

14．応募・問合せ  社会福祉法人 大阪市阿倍野区社会福祉協議会  （担当：山口・岩本） 

〒545-0037 阿倍野区帝塚山１－３‐８ 電話０６－６６２８－１２１２ 


